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A．目的 

補装具費支給制度は本邦における福祉用具の公

的給付の根幹をなす制度である。補装具の価格は

補装具費支給基準により定められており、通常３

年おきに改定の検討が行われている。 

本研究の目的は、研究の立場からこの補装具価

格改定の際参考となる基礎データの仕様ならびに

収集にかかるプロトコルを開発し、財源面・供給

に携わる事業者の経営面の双方において持続可能

な補装具供給制度に資することにある。 

今回の報告書では、補装具のなかで原価計算に

基づく価格設定が行われており、義肢・装具・座

位保持装置1（以下、義肢等）について価格根拠調

査検討の途中状況を報告する。これらの種目のう

ち義肢、座位保持装置については事業単体での採

                                                        
1
 この原価計算に基づく価格設定の具体的な考え方

の理論的根拠は、飯田[1]（義肢を対象）、飯田 [2]

（装具を対象）に示されている。これらの報告書

で示された考え方および調査結果が現在の義肢・

装具引いては座位保持装置の価格設定方法の基礎

となっていると考えられる。 

算が厳しいとの見方もあり、妥当な価格設定のた

めの有用な基礎情報を得ることは重要である2。 

 

Ｂ．方法 

義肢・装具・座位保持装置の価格構成は、公的

文書としては厚生労働省「義肢、装具及び座位保

持装置に係る補装具費支給事務取扱要領」[6]に示

されている。 

これらの種目の価格は複数の項目に分割する形

で定められている。 

 

                                                        
2
 義肢等を扱う事業者全体の対売上高経常利益率

の平均（2.8%。平成24年度）については、法人企

業統計調査対象の資本金1億円以下の企業（同

3.2%）や製造業（同4.3）各平均との比較において

低い結果となっている（我澤他[3]）。事業単体で

は、義肢・座位保持装置については、方法上誤差

の大きい手法による統計分析研究ながら我澤，山

﨑[4]で採算が厳しい可能性を示している（平成 20

～22年度データよる推計）。また我澤他[5]では義

肢・装具を扱わず座位保持装置を扱っている事業

所の経常利益率にかかる調査結果平均が赤字であ

った（平成 24年度）。 

研究要旨  

本研究の目的は、研究の立場からこの補装具価格改定の際参考となる基礎データの仕様な

らびに収集にかかるプロトコルを開発し、財源面・供給に携わる事業者の経営面の双方にお

いて持続可能な補装具供給制度に資することにある。 

今回の報告書では、補装具のなかで原価計算に基づく価格設定が行われており、義肢・装

具・座位保持装置について価格根拠調査検討の途中状況を報告する。当該補装具の製作事業

者団体である日本義肢協会ならびに日本車椅子シーティング協会から調査事項・方法に関す

る意見の集約作業を行った。引き続き、価格根拠把握のための調査内容検討および調査票作

成作業を進め、実際に製作事業者等を対象とした調査を進める予定である。 



 

 

基本価格：採型（又は採寸。ただし、義肢の場

合は採型のみ）使用材料費及び該当補装具の

名称、型式別に設けられている基本工作に要

する加工費の計 

製作要素価格：材料の購入費及び当該材料を該

当補装具の形態に適合するように行う加工、

組み合わせ、結合の各作業によって発生する

価格の計 

完成用部品価格：完成用部品の購入費及び当該

部品の管理等に要する経費の計 

 

基本価格、製作要素価格は種目毎に複数の項目

が設定されている（厚生労働省[7]）。義肢等補装

具の価格は、身体の適用部位ならびに採型・採寸

の別に基づき基本価格項目いずれか1つの価格と、

必要な製作要素項目、完成用部品（それぞれ複数

該当・使用がありうる）の価格が加算されること

で規定される。 

 これらの価格項目のうち、3年に一度の価格改

定の対象となるのは、基本価格ならびに製作要素

価格の部分である3。これらの価格の構成要素とし

ては下記の2つがある。 

 

使用材料費：素材費（当該補装具材料リストに

よる素材購入費）、素材のロス、小物材料

費 

 

製作加工費：作業人件費（製作を遂行するため

に必要な正味作業時間相当人件費。給与、

賞与、退職手当、法定福利費等）、作業時

間の余裕割増（製作の準備、段取り、清掃、

作業場の整理及び生理的余裕等の正味作業

時間相当人件費）、製造間接費、管理販売

経費 

 

                                                        
3
  残る完成用部品価格については、通例年度毎に

厚生労働省が完成用部品の指定・変更（価格変更

を含む）・削除申請受付および審査を行い、その

結果を踏まえて定められている。 

前掲の飯田による報告書で示された価格設定方法

は、これらの費用を 

 

使用材料費 ＝ 係数 × 素材費 

 

製作加工費 ＝ 係数 × 作業人件費  

 

の形で定式化している。ここで、「係数」は実態

調査結果に基づき、補装具種目毎に素材費に乗じ

る係数と作業人件費に乗じる係数とを別個に提示

している。 

 

現行制度の枠内で妥当な価格のための価格根拠

を提示するには、素材費、作業人件費ならびにそ

れらに対応する係数の根拠データを用意する必要

がある。 

本研究では、前回補装具価格の検討が行われた

平成27年度価格改訂の際その一部が参考とされた、

義肢・装具・座位保持装置価格根拠調査（我澤他

[3]所収）のうち、素材費にかかる素材単価、作業

人件費にかかる時間当たり人件費単価ならびに収

支に関する調査票（本分担報告書末尾に収録）を

ベースに、製作事業者の団体であるである日本義

肢協会（義肢・装具）、日本車椅子シーティング

協会（座位保持装置）に調査内容および回答の容

易さ・正確さを向上するための意見等を集約し、

これを踏まえ新プロトコルで用いるために調査票

の改訂・追加を行う。 

現在まだ作業中であるが、現時点の状況につい

てまとめる。 

（倫理面への配慮） 

本研究では、個人情報を対象とした調査等は行

わないため該当しない。 

 

Ｃ．現時点での結果 

 製作事業者団体からのコメントを踏まえ、研究

担当者がこれを検討し、現時点では下記の点を調

査票改訂の主な論点と考えている。 

 

＜素材費：素材単価について＞ 



 

 

・対象素材の一部見直しが必要。 

・前回の調査票は、凡ての調査対象素材を一様に

提示しているが、対象補装具種目を示したほう

が回答者にとって解りやすい。 

・仕入れ先によって同じ素材であったとしても名

称が異なる場合があるので、対応関係がわかる

ものを用意するとよい。 

 

＜作業人件費：人件費単価について＞ 

実態把握に基づく人件費単価設定について 

・前回の調査票では、現状の人件費単価を把握す

るため、月間ののべ作業時間とのべ人件費を記

載していただき、そこから人件費単価を算出す

る方法を用いていた。しかし、正しい労働時間

を把握するには、実測に基づく記入を検討する

べきである。具体的には、調査対象事業者にエ

クセルに出勤時間・休憩時間及び退勤時間を 1

～2週間入力していただき、そこから自動計算

で1か月の労働時間を推計するようにするなど

の仕掛けが考えられる。 

・「週20時間以上勤務」「週 20時間未満勤務」

の切り分けの見直しが必要ではないか。 

・職種分類の見直しが必要ではないか。 

適合に関わる専門職（シーティングエンジニア、

義肢装具士等）とそれ以外の職種の者の給与を

同一とするか、分けるかについて検討。 

また前回調査票では経営者が別個に分類されて

いるが、義肢の場合、経営者が営業等製作作業

に従事する部分も大きい。専門職資格等を有す

る経営者と経営専従者を分けることを件乙。 

・「のべ」の範囲がわかりにくいので、解りやす

く示すべき。 

・諸手当の記載をどう位置づければよいか前回の

調査票では解りにくい。 

・パート従業員の社会保険料負担の変化を把握で

きるように。 

 

実態把握以外の方法に基づく人件費単価案につい

て 

・給与水準をどのくらいとするのが妥当かを検討

し、そこから労働時間を考慮し人件費単価を求

める方法がある。 

給与水準をどのくらいと考えるについては、下

記の方法が考えられる。 

・業者が適当と考える給与を調査する。 

・公務員、製造業平均、医療周辺職等を参考

にする。 

・品質が保たれ（あるいは向上し）かつ従事

者が居つく持続性のある給与水準とする。 

 

＜収支＞ 

・事業所の採算が、どのように成り立っているの

か客観的に解りやすくするため、収益面につい

て補装具種目・制度（障害福祉、医療等）別の

売上情報を得られるようにしていくべき。 

・支出について、費用の内訳（人件費、その他重

要と思われる項目について）を併記するように

すべき。 

・近年社会的状況等の反映により増加を要してい

る支出費目について、異時点間の比較調査を調

査対象を絞ってでもできないか。 

 

＜「係数」の算定について＞ 

・係数に含まれる、製造経費、一般管理費、支払

利息、利益は最終的な価格に対して一定の割合

を占めると考えて計算して求めるべきで、その

割合の根拠については業者への調査をもととす

るという意見があった。これについて、種目別

にこれを把握するための具体的な方法の検討が

必要である 

 

・正味作業時間外に関連し出張等の時間の把握を

できれば種目別に行う（医療機関等での待機時

間、使用者宅への出張修理など）。出張修理等、

種目によっては労働時間に高い比重を占めてい

る可能性がある。 

 

Ｄ．考察 



 

 

・素材単価、人件費単価実態の把握については、

前回調査票をベースとしつつ、必要な修正を加

えまとめる検討を考えている。 

・あるべき人件費単価について。現状人件費単価

については実態数値を元にした数値が価格改定

に際し参照されている。これに対し、人件費単

価については示し、実態との比較を行うことは

有用と考えられる。研究上の観点から、そもそ

もどれぐらいが妥当かという議論はあってしか

るべきであるし、仮に実態ベースの人件費単価

を価格検討の参照数値とする場合であっても、

それに基づく価格変更の必要性を判断するうえ

で比較対象数値は重要である。 

・いわゆる「係数」について調査すべきとの意見

があった。この点については、いかに現実でき

に必要なデータを把握するか具体的な方法の検

討が重要であると考える。（昭和 50年代に行

われた飯田[1]等の方法は調査内容が精細で回答

負担が大きい。この点を考慮し、収支データを

中心とする調査が我澤[3]で試みられたが誤差が

大きい結果となった。） 

・研究当初時点の考えとしては、過去の研究（山

内他[8]、我澤，山﨑[9]）から正味作業時間が以

前に比べ長くなっていることが示唆されており、

その背景と時間が長くなったことを制度に反映

するべきか否かに関するデータの把握を行いた

いと考えていたが、今のところ有力な方法は得

られていない。 

 

Ｅ. 結論 

 日本義肢協会・日本車椅子シーティング協会と

の意見交換を更に進め、引き続き、価格根拠把握

のための調査内容検討および調査票作成作業を行

い、実際に製作事業者等を対象とした調査を進め

る予定である。 
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